
 

 

相模原市監査委員公表第１３号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定により、平成 

３０年２月１５日に実施した行政監査の結果に基づき措置を講じた旨、市長から通

知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

  平成３０年４月２７日 

 

 

相模原市監査委員 彦 根   啓    

 

 

同        坪 井 廣 行    

 

 

同        金 子 豊貴男    

 

 

同        石 川 将 誠    
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１ 監査対象事務 

  基金の管理及び運用について 

２ 監査の日程 

  平成２９年１０月５日から平成３０年２月１５日まで 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 平成３０年４月１９日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

（３）用品調達基金に係る契約事務に

ついて 

契約課が所管する用品調達基金に

係る契約事務について調査したとこ

ろ、上半期分の共通物品文具に係る

「物件売買契約書」ほか１３件の用

品調達に係る契約書約款において、

契約の解除に伴う措置に関する条文

に引用誤りが見られた。また、「天然

ガス自動車用燃料の取引に関する契

約書」の約款において、暴力団排除

に係る発注者の解除権に関する条文

に引用誤りが見られた。 

用品調達基金における契約事務に

ついては、今回と同様の契約書の誤

りが平成２４年１０月に実施した財

務部定期監査においても見られ、財

務・契約事務に関する庁内の指導的

立場にあることを改めて自覚すると

ともに、全庁的に不適切な事務処理

防止の徹底に取り組むよう要望した

ところであるが、今回の監査におい

ても不適正な事例が見られたことは

遺憾である。 

今後は、契約事務を統括する立場

であることを再認識し、契約書約

款、仕様書等関係書類の記載内容を 

平成２９年１０月５日から平成３０

年２月１５日にかけて実施された行政

監査における検討すべき事項につきま

しては、次のとおり改善措置を講じま

した。 

平成２９年度の契約書については、

複数職員により約款の確認を行い、平

成２９年１２月末までに訂正を行いま

した。 

平成３０年度の契約書については、

契約書の種類ごとに確認担当者を明示

して、複数職員により関係法令等の改

正の有無等の確認を行った上で、新旧

対照表により改正内容を明確にして、

約款の改正を行いました。 

燃料に係る契約は４月１日付けで、

燃料以外の物品に係る契約は４月２日

付けで締結しました。 

今後も契約書の改正を行う場合に

は、全ての契約書について、改正内容

を明確にするとともに、複数職員によ

る確認を徹底してまいります。 

契約事務については、庁内の規範と

なるよう事務を遂行してまいりました

が、再び基本的な誤りが生じた事実を

反省し、今後は契約所管課として職員

一人一人が契約事務の重要性を再認識 
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精査・確認し、事務処理方法及び確

認体制を見直すなど、再発防止に取

り組み、適正に契約事務を執行され

たい。 

 【契約課】 

 

し、更に厳正かつ確実な契約事務の執

行に取り組んでまいります。 

 


